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（      ）                                                  ― 荏 原 青 色 ― 

    

   本会通常総会を下記日程により行います。 

   ご出席される方は同封のハガキより出席のご連絡をお願いします。 

    

              ◆ 日   時  5月23日（火)     受付  午後3時30分   

                             開始 午後4時  

             ◆ 会   場  スクエア荏原 

 

          ※【訂正】【訂正】【訂正】【訂正】確定申告期にお渡しした総会案内は開始が午後3時となっておりましたが、 

                             午後午後午後午後4444時に変更時に変更時に変更時に変更となりましたので何卒ご了承願います。 

            ※詳細に関しては別紙総会のご案内をご参照願います。詳細に関しては別紙総会のご案内をご参照願います。詳細に関しては別紙総会のご案内をご参照願います。詳細に関しては別紙総会のご案内をご参照願います。    

        

            尚、簡易版の総会議案書を今回の会報に同封しておりますが、 

正式な総会議案書を必要とされる方は事前に事務局までご連絡願います。 
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編編編編    

集集集集    

後後後後    

記記記記    

  

 令和4年度も引き続きコロナ禍での確定申告期間となりましたが、会員の

皆様のご協力のもと、大きなトラブルもなく無事確定申告期を終えることが

出来ました。 

 今年度は昨年のような申告期限の延長はありませんでしたが、申告期限の

3月15日までに多くの方々が無事確定申告書を提出されました。 

 また、土地や建物の譲渡等については事前に税務署で相談を受けて頂くこ

と、消費税インボイス制度の説明等については４月以降にということについ

て事前にお願いしたところ、多くの皆様方に協力頂き円滑に相談業務を行う

ことができました。ご協力ありがとうございました。 

 青色申告特別控除65万円を適用するには原則e-Taxで申告することが必要

であることもあり、e-Taxで申告される方は年々増加していますが、東京税理士会荏原支部の先生方にご協力頂くこ

とにより、無事希望した方々がe-Taxで送信することができました。そして、マイナンバーカードの取得率の上昇に

伴い、カードを利用してe-Tax送信する方も昨年と比較して大幅に増加しました。マイナンバーカードをお持ちの方

は、ご自身ででも送信することができますので、是

非取得をお勧め致します。 

 そして、今年も税務署の相談会場に「青色コー

ナー」を設置させて頂き、青色申告承認請書の作成

や、決算書の作成に関する相談業務に従事すること

によって、大いに「青色申告」をPRするとともに

ご入会をいただきました。 

 最後に、今回も相談時に来年の確定申告期指導日

を予約して頂きました。12月末頃、ハガキにて指導

日のお知らせをさせて頂く予定です。予約をしな予約をしな予約をしな予約をしな

かった方や指導を受けなかった方は、希望日をご連かった方や指導を受けなかった方は、希望日をご連かった方や指導を受けなかった方は、希望日をご連かった方や指導を受けなかった方は、希望日をご連

絡頂きますようお願い致します絡頂きますようお願い致します絡頂きますようお願い致します絡頂きますようお願い致します。 

  

 

 

  

  

 ＜令和＜令和＜令和＜令和2222年分（年分（年分（年分（2222年前）の課税売上が年前）の課税売上が年前）の課税売上が年前）の課税売上が1,0001,0001,0001,000万円を超えている方＞万円を超えている方＞万円を超えている方＞万円を超えている方＞（コロナ給付金・協力金の売上は除きます） 

     令和令和令和令和4444年分は消費税の申告が必要になります。年分は消費税の申告が必要になります。年分は消費税の申告が必要になります。年分は消費税の申告が必要になります。 

 

  

 ＜令和＜令和＜令和＜令和4444年分の課税売上が年分の課税売上が年分の課税売上が年分の課税売上が1,0001,0001,0001,000万円を超えた方＞万円を超えた方＞万円を超えた方＞万円を超えた方＞ 

     令和6年分（2年後）は消費税の申告が必要になります。 

     消費税申告について簡易課税か本則課税かを選択し、 

     簡易課税選択時には令和簡易課税選択時には令和簡易課税選択時には令和簡易課税選択時には令和5555年年年年12121212月月月月31313131日までに届出書を税務署に提出日までに届出書を税務署に提出日までに届出書を税務署に提出日までに届出書を税務署に提出    

                する必要があります。する必要があります。する必要があります。する必要があります。    

                    ※既に簡易課税の届出をされている方は再度の提出は必要ありません。 

     ※インボイス発行事業者となり、登録番号を取得した場合は売上金額に関わらず令和5年10月分から 

      消費税の申告が必要になります。 

 

本総会の成立には、通常会員総数の過半数の出席が必要会員総数の過半数の出席が必要会員総数の過半数の出席が必要会員総数の過半数の出席が必要となりますが、今年度は定款の変更（役員定

数の変更）を予定しておりますので、会員総数の2/3の出席が必要となります。 

当日出席できない場合でも、委任状を提出して頂ければ出席とみなされます当日出席できない場合でも、委任状を提出して頂ければ出席とみなされます当日出席できない場合でも、委任状を提出して頂ければ出席とみなされます当日出席できない場合でも、委任状を提出して頂ければ出席とみなされますので、ご欠席の場合は同封         

のハガキにて委任状のご返信をお願いします。（ご出席の場合も同封のハガキにてご返信願います。） 

総会にご欠席の方は委任状ハガキに署名しご返信願います。総会にご欠席の方は委任状ハガキに署名しご返信願います。総会にご欠席の方は委任状ハガキに署名しご返信願います。総会にご欠席の方は委任状ハガキに署名しご返信願います。    

確定申告期に委任状を提出された方確定申告期に委任状を提出された方確定申告期に委任状を提出された方確定申告期に委任状を提出された方は 

改めて委任状ハガキの返信は必要ございません。 

                                                                                                    

 

第4回理事会 

臨時総務事業委員会 

第24回通常総会 

 

    5555月                             月                             月                             月                              

   

9日（火） 

16日(火） 

23日（火）  

 

                                                                                                    

第２ブロック会長・専務 

           事務局長会議 

 

記帳説明会 

 

記帳説明会 

 

 

第1回総務事業委員会 

 

 

第1回組織広報委員会 

 

6666月                             月                             月                             月                              

  2日（金） 

 

8日（木） 

9日（金）   

  20日（火） 

22日（木） 

 

本会の行事予定 
 会を利用して所得税の申告書を提出された方 1,564名 

 会を利用して消費税の申告書を提出された方 155名 

 e-Taxの代理送信を利用された方 371名 

 e-Taxの本人送信を事務局から行った方 255名 

 青色コーナーをご利用頂いた方 70名 

 青色コーナーで青色申告申請書を提出された方 28名 

 この期間に新しく会に入会された方 30名 

        ＜令和＜令和＜令和＜令和4444年度確定申告期（年度確定申告期（年度確定申告期（年度確定申告期（1111月月月月21212121日～日～日～日～3333月月月月15151515日）報告日）報告日）報告日）報告    ＞＞＞＞ 

 ー 令和4年度分確定申告終了 ー 

 ー消費税ー もう一度、年間売上をご確認願います！ 
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第25回（令和4年度）通常総会のご案内 

都税がスマホ決済アプリで納付できます 
����いつでもどこでもスマホで簡単に納税ができます。 
����スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で 
 納付書のバーコードを読み取るだけで納税ができます。 
����手数料はかかりません。 

利用できるアプリ 

 

（令和５年４月１日時点） 
■領収証書は発行されません。 
■納付手続完了後に、納付を取り消すこと 
 はできません。 
■バーコードのない納付書や汚損により 
 バーコードが読み取れない納付書はお使 
 いいただけません。 
 

  主税局HPで詳細をご確認の上、ご利用ください 

注意事項 

※地方税統一QRコード（eL-QR）のある納付書については、スマートフォン決済アプリでeL-QRを読み取
ることでも納付できます。 
 詳細は主税局HPをご覧ください。 
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   納めた税金が少なかったり、還付を受けた税金が多かったことに気付いた時は「修正申告」「修正申告」「修正申告」「修正申告」をして正しい金額に訂正し

て下さい。訂正の仕方は修正申告書（1表・2表）に必要事項を記入して提出します。(申告書第5表は令和4年分以降の修

正申告には使用しません） 

 自主的に修正申告をした時には過少申告加算税はかかりませんが延滞税がかかる場合がありますので、なるべく早く申

告して下さい。なお、新たに納めることになった税額は修正申告をする日に納めて下さい。 

【更正の請求】 

消費税の課税事業者であるかもう一度確認しましょう 

 令和令和令和令和2222年分（年分（年分（年分（2222年前）の課税売上高※が年前）の課税売上高※が年前）の課税売上高※が年前）の課税売上高※が1,0001,0001,0001,000万円を超えている方万円を超えている方万円を超えている方万円を超えている方は令和4年分の消費税の申告及び納税が必要となりま 

  す。上記の条件を満たす方で消費税の申告がお済みでない方は、速やかに申告及び納税をする必要があります。 

 ※課税売上高とは…消費税が課税される取引の売上高（税抜き）と輸出取引等の免税売上金額の合計金額です。 

           令和２年分が消費税の課税事業者でない場合の課税売上高は税込で判定して下さい。 

税金等を多く計算していた

 税金を納めすぎていたり、還付を受けた税金が少ないことに気付いた時は証拠書類を添付の上「更正の請求」更正の請求」更正の請求」更正の請求」をして、

その訂正を求めることができます。更正の請求ができるのは、原則として確定申告の法定申告期限から５年以内５年以内５年以内５年以内です。 

   申告を忘れていた時は申告期限後でも確定申告をすることができますので直ちに申告をして下さい。 

 自主的に期限後申告をした時には、無申告加算税は軽減されますが延滞税がかかる場合があります。 

 なお、新たに納めることになった税額は申告をする日に納めて下さい。 

確定申告期がお済みでない方 

【修正申告】 税金等を少なく計算していた時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

     

 

 

 

 

令和5年10月1日から「消費税のインボイス制度」が導入されるよ！ 

 

登録申請は4月以降でも間に合うことになったよ。（9月30日まで） 

 

インボイス制度について、よくわからない方、申請するかしないか検討中の

方など、ご相談は早めに青色申告会までお願いします！ 

A

消費税のインボイス制度導入が近づいてきました 

 確定申告がお済みの方、見直しをしてみましょう! 

インボイス制度、追加支援措置のお知らせインボイス制度、追加支援措置のお知らせインボイス制度、追加支援措置のお知らせインボイス制度、追加支援措置のお知らせ    

小規模事業者向け小規模事業者向け小規模事業者向け小規模事業者向け    消費税の納税額が売上に対する税額の２割に軽減？消費税の納税額が売上に対する税額の２割に軽減？消費税の納税額が売上に対する税額の２割に軽減？消費税の納税額が売上に対する税額の２割に軽減？    

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の２割を納税額とする売上税額の２割を納税額とする売上税額の２割を納税額とする売上税額の２割を納税額とすることが

できます!  

対象になる方対象になる方対象になる方対象になる方    

対象となる期間対象となる期間対象となる期間対象となる期間    

免税事業者からインボイス発行事業者になった方  

令和５年10月１日～令和８年９月30日を含む課税期間  

 
事例 

売上７００万円（税額売上７００万円（税額売上７００万円（税額売上７００万円（税額70707070万）※サービス業万）※サービス業万）※サービス業万）※サービス業            経費経費経費経費150150150150万円（税額万円（税額万円（税額万円（税額15151515万円）万円）万円）万円）    

この特例を適用すれば、 売上・収入を税率毎（８％・売上・収入を税率毎（８％・売上・収入を税率毎（８％・売上・収入を税率毎（８％・10101010％）に把握するだけ％）に把握するだけ％）に把握するだけ％）に把握するだけで、簡単に申告書が作成簡単に申告書が作成簡単に申告書が作成簡単に申告書が作成でき、事前の届出も不事前の届出も不事前の届出も不事前の届出も不

要要要要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です！  

小規模事業者向け小規模事業者向け小規模事業者向け小規模事業者向け    インボイスの登録で補助金がインボイスの登録で補助金がインボイスの登録で補助金がインボイスの登録で補助金が50505050万円上乗せ！万円上乗せ！万円上乗せ！万円上乗せ！    

持続化補助金持続化補助金持続化補助金持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録免税事業者がインボイス発行事業者に登録免税事業者がインボイス発行事業者に登録免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律補助上限額が一律補助上限額が一律補助上限額が一律50505050万円加算万円加算万円加算万円加算されます！  

補助上限補助上限補助上限補助上限    

補助対象補助対象補助対象補助対象    

100～～～～250万円万円万円万円（（（（インボイス発行事業者の登録でインボイス発行事業者の登録でインボイス発行事業者の登録でインボイス発行事業者の登録で50505050万円プラス万円プラス万円プラス万円プラス））））  （補助率2/3以内）※一部の類型は3/4以内   

税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等  

 

会計ソフトの購入に補助金がでます！会計ソフトの購入に補助金がでます！会計ソフトの購入に補助金がでます！会計ソフトの購入に補助金がでます！    
中小事業者向け中小事業者向け中小事業者向け中小事業者向け    

補助額補助額補助額補助額    

ITITITIT導入補助金（デジタル化基盤導入類型）導入補助金（デジタル化基盤導入類型）導入補助金（デジタル化基盤導入類型）導入補助金（デジタル化基盤導入類型）について、安価な会計ソフトも対象安価な会計ソフトも対象安価な会計ソフトも対象安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃補助下限額が撤廃補助下限額が撤廃補助下限額が撤廃されました！  

ITITITITツールツールツールツール    
～50万円（補助率3/4以内）、50～350万円（補助率2/3以内）※下限額を撤廃※下限額を撤廃※下限額を撤廃※下限額を撤廃  

PCPCPCPC・タブレット等・タブレット等・タブレット等・タブレット等    ～10万円（補助率1/2以内）  レジ・券売機等レジ・券売機等レジ・券売機等レジ・券売機等    ～20万円（補助率1/2以内）  

補助対象補助対象補助対象補助対象    ソフトウェア購入費、クラウド利用費（最大２年分）、ハードウェア購入費等 ）  

中小事業者向け中小事業者向け中小事業者向け中小事業者向け    少額取引はインボイスの保存が不要です！少額取引はインボイスの保存が不要です！少額取引はインボイスの保存が不要です！少額取引はインボイスの保存が不要です！    

1111万円未満の課税仕入れ万円未満の課税仕入れ万円未満の課税仕入れ万円未満の課税仕入れ（経費等）について、インボイスの保存がなくてもインボイスの保存がなくてもインボイスの保存がなくてもインボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる仕入税額控除ができる仕入税額控除ができる仕入税額控除ができるように

なります!  

対象になる方対象になる方対象になる方対象になる方    ２年前（基準期間）の課税売上が1億円以下または１年前の上半期（個人は１～６月）の課税売上が

５千万円以下の方   

対象となる期間対象となる期間対象となる期間対象となる期間    
令和５年10月１日～令和11年９月30日  

すべての方が対象すべての方が対象すべての方が対象すべての方が対象    少額な値引き・返品はインボイスの交付が不要です少額な値引き・返品はインボイスの交付が不要です少額な値引き・返品はインボイスの交付が不要です少額な値引き・返品はインボイスの交付が不要です    

１ 万 円 未 満 の 値 引 き や 返 品 等１ 万 円 未 満 の 値 引 き や 返 品 等１ 万 円 未 満 の 値 引 き や 返 品 等１ 万 円 未 満 の 値 引 き や 返 品 等 に つ い て、返 還 イ ン ボ イ ス を 交 付 す る 必 要 が な く な り ま す !返 還 イ ン ボ イ ス を 交 付 す る 必 要 が な く な り ま す !返 還 イ ン ボ イ ス を 交 付 す る 必 要 が な く な り ま す !返 還 イ ン ボ イ ス を 交 付 す る 必 要 が な く な り ま す ! 

振込手数料分を値引処理する場合も対象振込手数料分を値引処理する場合も対象振込手数料分を値引処理する場合も対象振込手数料分を値引処理する場合も対象です！  

防犯意識を高めましょう！ 

連日のようにテレビ等で報道されている強盗被害、以前はコンビニ等が狙われるケースが多

かったですが、店舗のセキュリティが充実するに従って、セキュリティ設備のない店舗や住

宅に強盗が押し入るケースが増えているようです。 

●強盗の手口 

・住人の後をつけて玄関前まで近づきドアを開けた瞬間に押し入る。・住人の後をつけて玄関前まで近づきドアを開けた瞬間に押し入る。・住人の後をつけて玄関前まで近づきドアを開けた瞬間に押し入る。・住人の後をつけて玄関前まで近づきドアを開けた瞬間に押し入る。    

・宅配業者や電気点検等を装ってドアを開けた瞬間に押し入る。・宅配業者や電気点検等を装ってドアを開けた瞬間に押し入る。・宅配業者や電気点検等を装ってドアを開けた瞬間に押し入る。・宅配業者や電気点検等を装ってドアを開けた瞬間に押し入る。    

・電話をかけてきて情報を引き出したあと直接家に押し入る。・電話をかけてきて情報を引き出したあと直接家に押し入る。・電話をかけてきて情報を引き出したあと直接家に押し入る。・電話をかけてきて情報を引き出したあと直接家に押し入る。    

●防犯対策 

・帰宅中は不審な人物がいないか周囲を確認する。・帰宅中は不審な人物がいないか周囲を確認する。・帰宅中は不審な人物がいないか周囲を確認する。・帰宅中は不審な人物がいないか周囲を確認する。    

・業者等が突然訪問してきたときは簡単にドアを開けない。・業者等が突然訪問してきたときは簡単にドアを開けない。・業者等が突然訪問してきたときは簡単にドアを開けない。・業者等が突然訪問してきたときは簡単にドアを開けない。    

・訪問者にはチェーンやドアガード越しに対応。・訪問者にはチェーンやドアガード越しに対応。・訪問者にはチェーンやドアガード越しに対応。・訪問者にはチェーンやドアガード越しに対応。    

・電話等で聞かれても家の住所や所持金等の情報を教えない・電話等で聞かれても家の住所や所持金等の情報を教えない・電話等で聞かれても家の住所や所持金等の情報を教えない・電話等で聞かれても家の住所や所持金等の情報を教えない。 

荏原地区でも実際に発生していますし、他人事ではありません。 

会員さんからも、知らない人がトイレを借りに来たとか、知らない人が家の周囲を見回していた、怪しい電話

がかかってきたというような話を実際に聞いています。 

 

 事務局のからのお知らせ 

 

令和4年度も下記の軽減措置の継続が決定しました。 

        

●●●●小規模住宅用地（小規模住宅用地（小規模住宅用地（小規模住宅用地（200200200200㎡まで）の都市計画税の税額を㎡まで）の都市計画税の税額を㎡まで）の都市計画税の税額を㎡まで）の都市計画税の税額を2222分の分の分の分の1111とする軽減措置とする軽減措置とする軽減措置とする軽減措置    

●●●●小規模非住宅用地（小規模非住宅用地（小規模非住宅用地（小規模非住宅用地（400400400400㎡以下の土地のうち㎡以下の土地のうち㎡以下の土地のうち㎡以下の土地のうち200200200200㎡まで）の固定資産税と都市計画税㎡まで）の固定資産税と都市計画税㎡まで）の固定資産税と都市計画税㎡まで）の固定資産税と都市計画税    

                をををを2222割減額する減免措置割減額する減免措置割減額する減免措置割減額する減免措置    

●●●●商業地等の固定資産税と都市計画税の負担水準を商業地等の固定資産税と都市計画税の負担水準を商業地等の固定資産税と都市計画税の負担水準を商業地等の固定資産税と都市計画税の負担水準を65656565％に引き下げる軽減措置％に引き下げる軽減措置％に引き下げる軽減措置％に引き下げる軽減措置 

  青色申告会の会員の皆様、陳情ハガキによるご協力ありがとうざいました。 

 この軽減措置は23区内に所在する土地が対象となりますので、会員の皆様だけでなく多

くの皆様の税負担が軽減されていることになります。 

 青色申告会はこれからも税制に対する要望運動を展開してまいります。 

■事務局でのご相談は完全予約制ご相談は完全予約制ご相談は完全予約制ご相談は完全予約制とさせて頂いております。  

  事務局ご利用の際は、お電話にて予約をお取りください。 

 

■帳簿価格が下記の通り改定されましたので、何卒ご了承 

 願います。（令和5年4月1日以降） 

                    ＜旧価格＞    ＜新価格＞                        

 現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳  1200円 →1 2101 2101 2101 210円円円円 

 不動産帳簿                    700円 →   770770770770円円円円 

 集計表・インデックス               100円  →   110110110110円円円円 

 

  

その他インボイス制度の一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターまでその他インボイス制度の一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターまでその他インボイス制度の一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターまでその他インボイス制度の一般的なご質問やご相談は、インボイスコールセンターまで    

0120012001200120----205205205205----553553553553 

フリーダイヤル（無料） 
9:00～17：00（土日祝除く） 受付時間 


